
　本年４月１日付で埼玉県立精神保健福祉センター長を拝命しました。どうぞよろしくお願
いいたします。
　私は学生時代に公衆衛生学に興味を持ち、福島医大を卒業後、臨床研修を経ずに栃木県に
就職しました。当時の栃木県は脳卒中死亡率ワーストワン返上を県政の最優先課題としてお
り、減塩運動や健診受診率向上に取り組みました。また、全県民を対象とした脳卒中発症調
査では、公衆衛生学教室の先生方と企画から実施、分析、報告書作成まで携わり、その成果
を脳卒中登録制度に結実させるなど、公衆衛生のダイナミズムを実感しました。その後、厚
労省に入省し、保健所法改正や診療報酬改定、医療計画、国立病院の経営指導、生活保護、
堺市学童集団下痢症事件や阪神淡路大震災の対応などに携わる他、岐阜県、神奈川県など地
方自治体や環境省など他省庁に出向し、貴重な経験を積ませて頂きました。
　こんな私が、なぜ今ここにいるのかと申しますと、出向先の自治体で精神保健に携わり興味を
持ったのがきっかけでした。卒後20年以上を経て、無謀にも臨床に転向することを決意しましたが、
埼玉県は温かく迎え入れてくださいました。臨床実習は緊張の毎日でしたが、精神保健指定医も取
得し、何とか精神科医の末席に連なることができました。実習先の精神医療センターでは、救急病
棟、医療観察法病棟、依存症病棟と貴重な臨床経験を積むことができました。そんなご縁で現在に
至るわけですが、精神保健福祉センターは行政と臨床の両方の経験を活かすことができる機関で
す。微力ながら、これまでの経験を活かして、埼玉県に恩返しができればと思います。
　さて、長 と々私事を書きましたが、ここからは今後の精神保健福祉行政の方向性について俯瞰し
たいと思います。
　「現代はストレス社会」といわれて久しく、患者調査によれば近年では気分障害や不安障害など、

１　就任のごあいさつ

埼玉県立精神保健福祉センター長　高橋　司
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　当センターが地域の様々な機関に関わる中で、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
について、関係者から「どのように進めればよいか」等の声を聞く機会があります。そこで県保健所や
市町村の協議の場における取組に役立てていただけるよう、今回は精神障害にも対応した地域包括ケ
アの考え方や埼玉県が実施している事業等について取り上げることとしました。
　また、住民が抱える多岐にわたるメンタルヘルス課題のひとつに「依存症」があります。昨年度埼玉
県では新たに依存症に関する総合的な計画を策定したので、その概要とポイントについてご紹介します。
　いずれのテーマも県庁の担当課職員に執筆をお願いしており、現時点での最新情報となります。少
しでも「切れ目のない支援ができる地域づくり」のお役に立てると幸いです。

①　�精神障害にも対応した�
地域包括ケアシステム構築に向けて

埼玉県福祉部障害者福祉推進課　障害福祉・自立支援医療担当

【はじめに】
　「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」は平成29年に厚生労働省から「これから
の精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書で新たな政策理念として示されまし
た。以降、埼玉県も含め全国では障害者福祉計画や保健医療計画に基づき、保健・医療・福

いわゆるCMD（common mental disorder）が急増し、統合失調症を上回るに至りました。メンタル不
調となった者が受診するのは20-30％といわれますので、問題は見かけ以上に大きいと言えます。精
神疾患が誰もが経験しうる身近な疾患となる中、健康日本21が掲げたメンタルヘルス関連の目標達成
は順調とは言えず、国民の「精神的健康の保持増進」は精神保健福祉行政の最大の課題です。また、
SDGs流行りの中、手帳の優遇措置などで未だ他障害との格差があるなど、社会の精神障害への理解
は十分とは言えず、「精神障害の理解の促進」も引き続き取り組みが必要です。自殺、依存症、ひきこも
りなどの社会問題や地域包括ケアシステムの構築など山積する個別課題の解決のためにも、その基盤
となる「精神的健康の保持増進」と「精神障害への理解の促進」は極めて重要です。
　このため、県民一人一人がストレスやメンタル不調に適切に対処できるよう、また、障害に対する社
会の寛容さが醸成されるよう、普及啓発を効果的に進める必要があります。併せて増加するCMDに
対しては身近な相談窓口の確保も必要です。自殺、依存症、ひきこもり対策では、精神的課題を抱え
る方々が安心して過ごせる「居場所づくり」を推進するなど、一律に社会復帰を目指す従来の医療モ
デルからの転換が必要です。また、地域包括ケアシステムは実践により形成される人的ネットワーク
であり、何より実践の積み重ねが大切ですが、障害福祉サービスが充実する一方で、精神科領域の
「在宅療養後方支援体制」は未整備の地域も多く、重要な政策課題と言えます。
　これらの施策を関係機関がどのように役割分担し、または協働して進めていくのか、皆さんと一緒
に考え、取り組んでいきたいと思います。そのための企画立案、普及啓発、情報提供、技術援助、教
育研修、調査研究等を通して、県域における総合的技術センターとしての役割を果たして参りますの
で、ご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

２　特　集
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祉等の関係者による協議の場の設置や重層的な支援体制の構築に向けて取り組んでいます。
　全国的に取り組まれる中で、実施主体や関係機関の役割明確化等の課題が明らかとなり、このシ
ステムの構築を更に推進するため、令和２年度末には、『精神障害にも対応した地域包括ケアシステ
ムの構築に係る検討会』報告書が取りまとめられました。
　この報告書において、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」とは、精神障害の
有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、医療、障害
福祉・介護、住まい、社会参加（就労など）が包括的に確保されたシステムであり、地域共
生社会の実現には欠かせないものと整理されました。また、このシステム構築にあたり、①
日常生活圏域を基本とし、市町村などの基礎自治体を基盤として進めること、②市町村ごと
の保健・医療・福祉等の関係者による協議の場を設置し、重層的な連携体制を構築していく
ことが求められています。
【「地域共生社会」「地域包括ケア」「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」各概念の関係】
　昨今、精神障害にも対応した地
域包括ケアシステムは、「にも包
括」と略されることが多いため、
考え方や捉え方が分かりづらく
なっているのではないでしょう
か。右図のように「地域共生社
会」「地域包括ケア」との関係に
ついて、文言を整理しました。
　「地域包括ケア」は、高齢期に
おけるケアを念頭に論じられる場
合だけでなく、精神領域においても地域共生社会を目指すためには欠かせない方策という点
は共通しています。こうした考えを福祉のみならず、保健や医療と密接な関わりがある精神
障害にも対応させることで、市町村を基盤とした支援体制に統合するための事業という側面
も有していると考えられます。
【「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の対象】
　それではなぜ「精神障害者にも」ではなく、「精神障害にも」と「者」が抜けているので
しょうか。
　「精神障害」は、疾患による精神症状で不調となり、その結果、生活に支障が生じるため、疾
患と障害が共存していると言われています。つまり、「障害」という一言に「疾患：ディスオーダー
（disorder）」 と「障害：ディスアビリティ（disability）」という２つの側面を持つのが「精神障害」
の特徴です。また、疾患によっては医療の優先度も異なり、その状態像の幅は非常に広く、福祉サー
ビスが必須とは限りません。直面している状況の改善には医療と共に生活上の具体的な助言により
問題の改善が見込まれる場合もあります。
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　前述した国報告書では、精神病圏の人達だけでなくメンタルヘルス課題を抱える非精神病
圏の人達も含むとされており、「精神障害にも」と「者」が入らないことで、「障害者福
祉」だけでなく幅広い対象を想定していることがわかります。こうしたことを踏まえ、埼玉
県では精神障害のある人ない人、相談支援や福祉サービスにつながっている人いない人、未
受診の人等、地域に暮らす人全てを含め、図のように対象を整理しました。

【埼玉県の取組】
　埼玉県では、平成29年度に国から示された障害者福祉計画の指針に基づき、第５期埼玉県障害者支
援計画から保健医療福祉の関係者による協議の場設置の推進等を目標としてきました。国指針におい
ては、包括的に確保された体制整備の推進を評価する観点から、退院後１年以内の地域における平均
生活日数の上昇が、新たに示されました。令和３年度からの第６期埼玉県障害者支援計画で、新たにそ
の指標を目標に掲げて取組を行っています。協議の場については、平成29年度から県の自立支援協議会
に地域移行部会（現在は精神障害者地域支援体制整備部会に名称変更）を立ち上げています。また、
令和２年度からワーキンググループを発足し、県事業の整理や協議の場に向けた意見交換を行いまし

※令和元年度埼玉県の自立支援協議会精神障害者地域支援体制整備部会資料

図１

図２
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た。圏域単位では全ての県保健所で協議の場が設置されており、協議の場は県庁、県保健所、そして市
町村単位で現状や課題の検討を行い、それぞれが連動する体制を構築しています。
　先述した国の報告書では、市町村精神保健に関する相談指導等について法的根拠の必要性に言
及しています。それを受けて、令和３年度の県の協議の場では、県内の精神保健の現状と課題を共
有し、今後のあり方について検討を行いました。
　埼玉県内の多くの市町村では、福祉部門が所管している自立支援協議会に協議の場を位置
付けて、様々な地域課題の検討が行われています。一方、市町村の保健部門では、自殺予防
対策や、節酒等の特定保健指導、母子保健における親のメンタルヘルス課題のフォロー等、
日々の取組の中で精神保健に関する支援が行われています。
　こうした市町村福祉と保健双方の活動が連携することで、包括的なケアの提供につながる
と思います。このような活動を後押しするため、国検討会では法的位置付けが曖昧な市町村
精神保健について検討し、今年6月に報告書としてまとめられました。これらの議論が今後
の法改正に反映されることが望まれます。

　埼玉県では、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」構築に向け、体制構築、人
材育成、広域支援と事業を主に３本の柱に分け以下の事業を実施しています。

【今後に向けて】
　県の協議の場では、住民主体の視点から、市町村福祉と保健の連携体制構築、人材育成、
アウトリーチ支援等の広域支援の充実や当事者活動等を推進していくことが確認されていま
す。これらの議論を踏まえ、埼玉県では、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心
して暮らすことができる包括ケアシステムの構築を目指します。

事業内容

【体制構築】
包括的な支援体制
構築事業

①�精神障害者地域支援体制構築会議等事業� �
各保健所の協議の場を活用し、広域的な課題に取り組むとともに、市町村ごと
の協議の場と連携や支援を推進
②�関係者連絡会� �
包括ケアに資する情報集約やノウハウの共有化を図り取組を支援

【人材育成】
地域包括ケアを担う
人材育成・普及啓発事業

①�精神障害に対応した地域包括ケアシステム構築推進研修等事業� �
医療、保健、福祉の相互理解と地域連携を促進する研修（各保健所が精神科医
療機関や相談支援事業所等と協働で実施）
②�精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修� �
精神障害に係る基礎知識、技術習得を目的として地域の実情に応じた研修等（精
神保健福祉センター実施）

【広域支援】
精神障害に対応した
広域支援事業

①�アウトリーチ事業（R4：モデル的に現在 2事業所へ委託）� �
医療や福祉に繋がりにくい精神障害者等に対し、多職種による専門的な訪問支
援を実施し、生活を支援。
②�地域移行・地域定着ピアサポート活動促進事業（R4：11事業所へ委託）� �
精神科病院におけるピアサポート活動に加え、精神障害者の地域定着のためピ
アサポート活動を促進
③�精神障害者早期退院支援推進事業（R4：21事業所を登録）� �
地域相談支援 (地域移行支援）への円滑なつなぎを図り、新たな長期入院者を
防ぐための早期退院に向けた支援を推進
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　依存症はアルコールや薬物等の物質や、ギャンブル等の行為などの依存対象の種類に関わらず、本人の健康
状態や社会生活に支障を生じるだけでなく、家族等の周囲の人へも影響を及ぼすという特徴があります。
　また、適切な治療やサポートにより十分に回復が可能であるにも関わらず、本人や家族等の依存症の
正しい知識や情報不足などのために相談につながることができなかったり、周囲の偏見や理解不足に
よって医療や回復支援機関等へのアクセスが妨げられたりするというのも共通の特徴です。
　さらに、ひとつの物質や行為への依存に留まらず、他の様々な物質や行為にも依存する傾向がみら
れ、複数の依存が合併する「クロスアディクション（多重嗜癖）」の問題も指摘されています。
　これらの問題に加え、近年ではゲーム障害の「改訂版国際疾病分類（ICD-11）」への収載が決定す
るなど、今後、科学的知見の充実により新
たな依存症の確立が予想されることから、
県では依存症対策を総合的に推進するとと
もに、新たな依存症にも柔軟に対応できる
よう、依存症の共通の特徴を踏まえた包括
的な計画を策定しました（図１）。計画の
全文は、県のホームページからダウンロー
ドが可能です。
（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/
izonsho/sougoukeikaku.html）
基本理念、重点課題と共通する施策
　依存症等の発症予防（一次予防）、進行予
防（二次予防）、回復（三次予防）の各段階に
応じた予防施策を実施するとともに、依存症
本人とその家族等が安心して社会生活を営む
ための支援を行うことで、社会が依存症を理
解し回復者を温かく迎え入れることのできる
環境を醸成していきます。
　また、依存症を理解し、偏見や差別の解
消を図るなど、依存症からの回復を促す社
会づくりを目指していきます（図２）
個別対策
Ⅰ　アルコール健康障害対策
　現代社会において酒は人々の生活に深く浸透し、適度な飲酒は私たちの生活を潤すものになっています。一
方で不適切な飲酒は、本人の身体や精神の健康を損なうばかりでなく、飲酒運転や暴力・虐待、自殺など家族
や周囲の人々に対する深刻な影響を及ぼし、重大な社会問題を引き起こすことがあります。
　このような背景のもと、国は、国民の健康を保護するとともに安心して生活することのできる社会の
実現に寄与することを目的として、平成25年12月にアルコール健康障害対策基本法（以下、「基本法」
という。）を制定しました。
　また、平成28年5月には、国において「アルコール健康障害対策推進基本計画」（以下、「基本計
画」という。）が策定され、埼玉県においても、基本法や基本計画に基づき、平成30年度から令和3年
度までを計画期間とした第1期の「埼玉県アルコール健康障害対策推進計画」を策定し、発症予防、進
行予防、回復支援の各段階に応じたアルコール健康障害対策に取り組んできました。

②　�埼玉県依存症対策推進計画について
埼玉県保健医療部疾病対策課　精神保健担当

図１

図２
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　しかし、県において、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（１日あたりの純アルコール
摂取量が男性で40ｇ以上、女性20ｇ以上）、多量飲酒をしている者（１日あたりの純アルコール摂取量
が約60ｇを超えている人）は、男性、女性
ともに全国平均を上回っているというデー
タもあります。
　令和４年度からの「第２期埼玉県依存症
アルコール健康障害対策推進計画」は、国
の基本計画を踏まえ、「埼玉県依存症対策
推進計画」に収載し、重点課題、重点目標
を置き、13施策と、関連する取組を実施し
ていきます（図３）。
Ⅱ　ギャンブル等依存症対策
　ギャンブル等依存症とは、ギャンブル等
にのめり込んで自分の意思でコントロールができなくなる精神疾患の一つです。これにより、日常生活
や社会生活に支障が生じることがあります。
　例えば、うつ病を発症するなどの健康問題や、ギャンブル等を原因とする多重債務や貧困といった経
済的問題に加えて、家庭内の不和などの家庭問題、虐待、自殺、犯罪などの社会的問題を生じることも
あります。
　ギャンブル等依存症は、適切な治療と支
援により回復が十分に可能です。しかし、
本人自身が「自分は病気ではない」などと
して現状を正しく認知できない場合もあ
り、放置しておくと症状が悪化するばかり
か、借金の問題なども深刻になっていくこ
とが懸念されます。
　埼玉県依存症対策推進計画に収載する
ギャンブル等依存症対策に係る記載は、国
の「ギャンブル等依存症対策基本法」第13
条第１項に基づく「ギャンブル等依存症対
策推進計画」としています（図４）。
　県内には、競馬が１施設、競輪が２施設、オートレースが１施設、ボートレースが１施設と全国的に
も珍しくすべての公営競技場が存在しています。また、最近はインターネットやスマートフォンの普及
により、公営競技におけるインターネット投票の利用が増加しており、現状に即したギャンブル等依存
症対策が求められます。対策の推進には、関係事業者、民間団体との連携・協働が重要であると感じて
います。
Ⅲ　薬物依存症対策
　「埼玉県薬物乱用対策推進計画」との調和を図りながら、発症予防・進行予防・回復支援に取り組み
ます。薬物等の乱用防止に係る普及啓発や学校教育において、たばこがニコチン依存症の原因になるこ
と、たばこやアルコールなどの嗜好品がいわゆるゲートウェイドラッグ（※１）となる可能性について
も触れることにより、依存症の一次予防を効果的に進めていきます。
　また、進行予防、回復支援に向けた普及啓発では、依存症へのスティグマ（※２）を助長させないよ
う十分に配慮し、正しい理解を促進し回復につなげていくようなメッセージを発信していくことが重要
と考えます。
　※１ゲートウェイドラッグ： コカイン、ヘロイン、覚せい剤など他の更に強い副作用や依存性のある

薬物の使用の入り口となる薬物。未成年の視点から見たゲートウェイド
ラッグとして酒やたばこなどの嗜好品も指摘されています。

図３

図４
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　※２ スティグマ： ある属性に張り付けられるレッテルであり、それにより人々にステレオタイプ（固
定観念）が植え付けられ、偏見や差別に結び付くことにより、その属性を有する
人々の社会資源へのアクセスを妨げ、健康格差を生じさせるものをいいます。

Ⅳ　ゲーム障害その他対策
　世界保健機関（WHO）は、オンラインゲームやテレビゲームに没頭し生活や健康に支障をきたす状
態を「ゲーム障害」という精神疾患として「改訂国際疾病分類（ICD-11）」に位置付けることを公表
しました。
　ゲーム障害が体に与える影響として、睡眠不足と睡眠の質の低下（睡眠障害）、食事習慣の乱れ、デ
ジタル眼精疲労、不適切な姿勢による首、肩、背中の痛みなどが挙げられます。また、不登校、引きこ
もりの状態や家庭内暴力などの問題が起き、うつ病や自殺のリスクも高まるとされています。これら日
常生活上の問題ほか、オンラインゲーム等で過度の課金を行ってしまうといった経済的な問題も併せて
生ずることもあることが、ゲーム障害の特徴として指摘されています。
　ゲーム障害についても、他の依存症同様に、予防と正しい知識の普及啓発に取組むとともに、精神保
健福祉センター、保健所等において相談支援を行い、必要に応じて教育機関を始めとする関係機関との
連携を図りながら取り組みます。具体的施策については、今後の国の動向を踏まえながら検討していく
こととします。
今後に向けて
　「孤独・孤立の病」と呼ばれる依存症の背景には複合的な課題が存在している事例が多く、医療・福
祉・司法・教育など、様々な領域が連携して支援を行うことが求められます。
　今後も、県は行政機関、教育機関、医療機関、保健機関、福祉機関、司法機関、自助グループや回復
支援施設、民間団体、関係事業者等と連携を図り、各種依存症に係る対策を総合的、包括的に推進し、
当事者とその家族が日常生活及び社会生活を安心して営むことができ、社会が回復者を温かく迎え入れ
ることができる環境の醸成に向けて適切な取組が行えるように、引き続き、必要な対策の検討を進めて
まいります。

１　�精神障害にも対応した地域包括ケアシステム市町村担当者研修�
日　時　令和４年９月 15日（木）13：30～ 16：45�
内　容　福祉と保健の連携による体制構築に向けた行政説明や取組報告�
対　象　�（１）市町村の障害福祉主管課及び保健センター�

（２）各保健所

２　�第２回依存症支援者研修事業�
日　時　令和４年９月 27日（火）９：30～ 11：45�
内　容　依存をめぐる地域生活支援研修�
対　象　保健、医療、福祉等の関係者

第１部　�高齢者のアルコール問題�
社会福祉法人シナプス埼玉精神神経センター�
理事長　丸木雄一氏

第２部　�依存の問題のある方へのアセスメントと生活支援の視点～�
浦和まはろ相談室　高澤　和彦氏

詳細につきましてはホームページをご確認ください。

令和４年度秋の研修の御案内令和４年度秋の研修の御案内
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